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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
六
号

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九

十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設

基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
一
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

先
進
医
療
ご
と
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い

第
二

先
進
医
療
ご
と
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い

て
実
施
す
る
先
進
医
療

て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
～
四
十
一

（
略
）

一
～
四
十
一

（
略
）

四
十
二

糖
鎖
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た
高
感
度
ウ
イ
ル
ス
検
査

（
新
設
）

イ

対
象
と
な
る
負
傷
、
疾
病
又
は
そ
れ
ら
の
症
状

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ロ

施
設
基
準

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

（１）

Ｒ
Ｔ
―
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準

（２）
①

医
師
自
ら
が
Ｒ
Ｔ
―
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
実
施
で
き
な
い
場
合
に
は
、
Ｒ

Ｔ
―
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
経
験
を
有
す
る
臨
床
検
査
技
師
が
配
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

②

医
療
機
器
保
守
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③

倫
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
場
合
に
事
前
に
開
催
す

る
こ
と
。

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
～
五
十
二

（
略
）

一
～
五
十
二

（
略
）

五
十
三

削
除

五
十
三

Ｉ
―
Ｍ
Ｉ
Ｂ
Ｇ
を
用
い
た
内
照
射
療
法

難
治
性
褐
色
細
胞
腫
（
パ

１３１

ラ
ガ
ン
グ
リ
オ
ー
マ
を
含
む
。
）

五
十
四
～
八
十

（
略
）

五
十
四
～
八
十

（
略
）


